
 

 

 取組内容 令和２年度～令和４年度実績 

１ 地域生活移行推進事業 

(1)長期入院患者に対し、退院に向けた意欲喚起。 

(2)地域生活移行推進事業者連絡会の実施。      

 

(1)地域生活移行推進事業の実績 【資料 2-２】【資料 2-３】 

(2)実施回数：３回  

  参加事業所数：11 事業所 

2 大阪市被保護精神障がい者等地域移行支援事業 福祉局生活福祉部保護課により実施 【資料 2-４】 

3 普及啓発 

(1)精神科病院への啓発 

  入院患者及び病院スタッフを対象に交流会や啓発講座

を実施する。 

  

(2)ピアサポーターによる啓発 

  ・病院と地域を結ぶ地域交流会の実施 

  ・市民講座、家族教室、ボランティア講座等での体験談

発表 

  ・冊子「みんなの語り※」 発行（２年に１回） 

※ピアサポーター養成講座修了者の体験談集 

  ・ピアサポーター活動に関する周知用リーフレット発行 

 

(1)精神科病院への啓発    

年度 R2 R3 R４ 

回数 
コロナ禍で

中止 
４回 12 回 

(2)ピアサポーターによる啓発 

・地域交流会：R2、R3、R４はコロナ禍で開催なし。 

・市民講座・家族教室等へ当事者講師の派遣  

年度 R２ R３ Ｒ４ 

回数 15 回 27 回 28 回 

・「みんなの語り part6」（R3 発行） 

・ピアサポーター活動に関する周知用リーフレット（前回配付） 

4 ピアサポーターの育成 

(1) 精神障がい者ピアサポート支援者研修の実施  

年 1 回、事業所等にて精神障がい者を支援する職員

に対してピアサポーターの役割と活用等に関する研修を

行う（令和 3年度から開始）。 

 

(2)ピアサポーター養成講座の実施 

年１講座（全８回）を実施し、ピアサポーターを養成

する。 

 

 

(3)ピアサポーター交流会（ひといきサンクス）の実施 

養成講座を修了したピアサポーターに対するフォローアップ

研修及び交流の場を提供する。 

 

(4)ピアサポーターの活用 

養成講座を修了したピアサポーターを家族教室、 

市民向け講座等へ講師として派遣する。 

 

(5)ピアサポート研修（３障がい合同研修） 

障がい福祉サービスにおけるピアサポート体制及び 

実施加算の資格研修 

  

(1)精神障がい者ピアサポート支援者研修 

年度     R3 R4 

参加者 27 人 19 人 

 

(２)ピアサポーター養成講座の実施       

年度 R2 R3 R4 

受講者数（実） 10 人 17 人 9 人 

修了者 8 人 15 人 9 人 

 

(３)ピアサポーター交流会（ひといきサンクス）の実施 

年度 R2 R3 R4 

実施回数 4 回 4 回 4 回 

参加者 29 人 35 人 40 人 

 

(４)ピアサポーターの活用 

上記、３(2)ピアサポーターによる啓発参照 

 

 

(５)ピアサポート研修（3 障がい合同研修）） 

基礎研修、応用研修を R4 年 5月開催 

令和４年度こころの健康センターの「にも包括」に係る取り組み 
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5 関係職員への支援 

(1)区精神保健福祉相談員、保健師等への技術支援 

地域移行等に関する相談事例の対応やケア会議への出

席、区精神保健福祉相談員への技術支援を実施。 

 

(2)研修実施 

訪問看護、居宅支援事業所等で精神保健福祉業務に

従事する職員を対象に研修を実施。 

＊地域移行に関連した内容の研修のみ計上 

 

(1)相談対応・技術支援件数  

年度 R2 R3 R4 

件数 98 件 89 件 58 件 

 

(2)研修実施  

年度 R2※ R3※ R4 

実施回数 1 回 0 回 2 回 

参加者数 17 人 - 30 人 

                       ※コロナ禍で 1回中止 

6 大阪府、堺市との連携・コーディネート機能 

大阪府下の取り組み状況を把握し広域的な課題につい

て検討し連携を図る。 

地域移行担当者連絡会議  R4.7.5 開催 

出席者15名：(大阪府)障がい福祉室生活基盤推進課、(堺市)

障がい施策推進課企画相談係、(大阪市)福祉局保護課、健康

局こころの健康センター 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【表１】地域生活移行推進事業利用者数        【表２】地域移行支援サービス利用者数         【表３】地域移行支援サービス利用者の退院先 

 
 
 
 
 
 

 
退院者 

自宅 

(賃貸住宅等) 
グループホーム 

サービス付高齢者住

宅、有料老人ホーム 

令和２年度 13 ６ ６ １ 

令和３年度 11 ３ ７ １ 

令和４年度 13 １ 10 ２ 

 新規 

利用 

継続 

利用 
計 

令和２年度 ０ ４ ４ 

令和３年度 ５ ０ ５ 

令和４年度 ３ ５ ８ 

 新規 

利用 

継続 

利用 
計 

令和２年度 18 10 28 

令和３年度 14 ６ 20 

令和４年度 12 6 18 

 

●退院意欲を喪失している患者に対して、寄り添いながら信頼関係を築くことで、退院意欲の向上を図る。 

●ピアサポーターの活用など、地域生活がイメージできるような支援を行うことで、地域移行支援の申請に向けた支援を行う。 

●地域移行支援の支援者交通費を公費で負担することにより、本人の経済的負担を解消し、福祉サービスの利用促進を図る。 

 

 

 
精神科病院 

病状が安定し退院可能な長期入院患者 

・精神科病院や区保健

福祉センターからこころ

の健康センターが長期

入院患者の退院に向

けた相談を受ける。 

 

１ 退院に向けた相談 

・こころの健康センターが 

精神科病院へ訪問し 

面接・相談を実施。 

対象者の状況把握 

退院阻害要因の把握  

家族関係の調整等   

・地域移行支援の対象者 

になるか判断 

 

 

 

 

２ 面接・相談 

・事業所支援者やピアサポ

ーターによる支援を実施。 

・ピアサポーターの語り 

・外出支援 

・地域生活の見学・体験 

・地域移行支援の申請 

支援 

３ 支援の実施 

 

・本人による申請手続き 

区保健福祉センターへ地

域移行支援（福祉サービ

ス）の申請を行う。 

・支給決定後、相談支援事

業所と契約し、サービスが

開始される。 

４ 地域移行サービス申請・契約 

・相談支援事業所が本人へサ

ービス提供を行う。 

・外出同行 ・宿泊体験 

・日中活動の場の見学・体験 

・住居探しや契約手続き支援 

・生活用品の相談・買物同行 

・福祉サービス申請等の支援 

 

５ 地域移行サービスによる支援 

退院 入院 

月3回(ピア月２回) 

180 日間の支援 

連携 
委託事業所（支援者）・ピアサポーター 区保健福祉センター・こころの健康センタ

ー 

相談支援事業所 区保健福祉センター 

連携 

月２回・６か月間の支援 

（更新あり） 

地域生活移行推進事業、地域移行支援サービス等実績 

地域生活移行推進事業 地域移行支援サービス（福祉サービス） 

地域生活移行推進事業について  

大阪市の特徴 

精神科病院が府下（遠方）にある 
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